
参考資料４

 ※相談件数：1人の相談者が複数件相談した場合は延件数を掲載



※令和５年度は、受講生の新規募集は行わず、市民後見人名簿登録者を対象に、市民後見人として必要とな
る制度の知識等を再確認し、適切に後見活動ができるよう実施した。
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